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令和 5年上半期 月～ 6月 )の県内の刑 ,去う巳認矢11牛委交は 2, 0351牛で、
て 554件 増加 しています。昨年 の同 じ時期 と

安全 で安心 な和歌 山県 をつ くるため、警察や 関係機 関・ 団体 、防犯 ボ ラ ンテ ィア等の連携 ととも

に、県民 の皆様 の御理解・ 御協力 が重要 です 。

10 1日 か ら 月 20日 を「 」期 間

お読みになったら
ご近所へ回覧を |
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自転車盗

被害 に遭 わないため に一人一人がで きる対 策 を

刑 法 犯 認 知 件 数 の うち、 昨 年 と比 べ て最 も増 加 した犯 罪

(手 口)は 自転 車 盗 で、 330件 (前年 同期 比 +183件)発生

しており、そのうち糸98害リカ薄無肝菫ζ定てFイ皮讐手に遭っています。
また、 被 害 者 の 半 数 以 上 (171件 )が 小 中高 生 とな って い ます 。

特殊 詐欺 上 半 期 (1月 ～ 6月 )は 、 特 殊 詐 欺 の被 害 が 55件 (前年 同

期 比 +14件 )発 生 して い ます 。

特 殊 詐 欺 被 害 の 多 くは 、 犯 人 か ら架 か っ て くる電 話 に 出 て し ま う こ とが 、

きっか け とな って い ます 。

留 守 番 電 話 の常 時 設 定 、 迷 惑 電 話 防止 機 能付 き電 話 機 の設 置 、 NTT西 日本
の特 殊 詐 欺 対 策 サ ー ビ ス な ど を利 用 し、 犯 人 か らの 電 話 に 出 な い 、 被 害 に遭

わ な い対 策 を行 い ま し ょう。

鍵 か けによる対策
1 自転車を離れる際は、必ず鍵をかけましょう !

2 ワイヤー錠などを利用する2ロ ックを推奨 しています !

3 自転車やバイクなどの乗り物に限らず、自宅を離れる際にも確実に
鍵をかけましょう !
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:i① ナンバー・デイスプレイおよびナンバー・リクエストの高齢者
ii(70歳 以上または70歳以上の方 と同居 している契約者 )に対

する無償化受付

② 特殊詐欺対策サービス (特殊詐欺解析A:)の無償提供

③ 電話番号の変更に関する工事費の無償受付

詳 しくは、下記 お問合 せ先 まで

NTT西 日本黎獅朱詐時 ダイ t′ル 0120-931-965
(営業時間 午前9時～午後5時 年末年始 12/29～ 1/3除く).

編されないための対策
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知らない番号(知らない相手)からの電話に出ない|
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お金やキャッシュカードの話がでれば、電話を切る|

電話を切つたら、ちよつと確認電話でまず確認|
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●

ζ,!11-. ― |

b

.′

I x*zat
‐ 1



STOPIネ ッ ト犯罪 :

子供の性が狙わねています !

多 くの子供が、スマー トフォンや音楽プレーヤー、ゲーム機等で簡単に

インターネット (以 下「ネット」 と略 します。)を 利用するようになり、

年々、増加 している犯罪が、子供の性を狙った「児童ポルノ」0「児童買春」
事犯です。

児童ポルノ事犯、児童買春事犯 とは
※「児童ポルノ」事犯とは、子供の裸の写真などを撮ったり、ネット上に掲示する等
他人に見せびらかしたり渡したりする犯罪です。持っていてもいけません。
被害の多くは、SNS等 ネット上で知り合った相手を信用し、 膠鍮4 1wn  ニ

又は脅されて、子供が自分で自分の裸の写真を撮 り (自 画撮 り)、  ね鮫ぶ:惟

劇
運勁

`琵

要
相手に画像を送ってしまうものです。              蝙緻

第 にSEヨD
※「児童買春 (か いしゅん)」 事犯 とは、お金を払って児童と性的行為をする犯罪です。

多 くはネット上の「 SNS」 や「マッチングアプリ」等を使って、子供が、自ら援
助交際を求めることによるものです。

ネット内で出会いを求める子供の多 くは、現実の社会の中に居場所を見いだせない場
合 も多 く、保護者やまわりの大人が子供の些細な変化を見逃さないことが大切です。

被害防止 には「フィルタリング」が重要
子供をこれらの被害から守るためには、「フィルタリング」を利用することが重要です。
「フィルタリング」とは、ネット上の有害サイトヘのアクセスを制限する機能です。
18歳未満の子供が携帯電話等を利用する際、法律で原則として「フィルタリング」の

利用が義務づけられています。

「フィルタリング」を必ず利用し、

子供が有害なサイ トにアクセスできないようにして、

守 りましょう。

家庭でも携帯電話利用のルール作りをして、子供を

被害者にも加害者にもしない対策をしましょう。

「闇バ イ ト」で最 も多 く見 られる基本的パ ター ンは① 自らSNSで 「高額報酬」等

を検索・応募、②犯行グループか ら連絡が入 り、以降、匿名性の高いアプリでや りと

り、③犯行グループに言われるがまま個人情報 を送信、④犯罪行為への加担 を拒否す

れば犯行 グループが個人情報 を基に脅迫、という流れにな ります。たった一度で も手

を染めれば、警察に検挙 されるまで犯罪行為 に加担 させ られます。単 なる「捨て駒」

②

子 供 悩 み 相 談

☆ ヤングテレホン・ い じめ 110番
8073-425-7867
区]メ ールア ドレス

e8205001@prelマvakayanla.lg.jp

として利用されるだけです。「闇バイト」に応募しないで |

「閣バイト」はアルバイトではなく薔E罪です!



今や、インターネットは社会生活に必要不可欠なツールとして普及しており,インターネットのない生活

は考えられなくなつております。

―方で,サイバ…犯罪の手□はますます巧妙化し.犯罪者は手を替え品を替え仕掛けてきます。

そういつた状況ですが.被害を最小限に抑えるために。未だなくならない比較的多い手口を紹介します。

]サポ申卜許1螺

インターネット閲覧中に突然画面に右回のような画
面が出て「×」ボタンを押しても消えなくなったιl、

警告音が鳴ιl響いたιlします。

慌てて記載の電話番号に電話をかl十てしまうと、電
話口に:書オペレーター (多くの場合、片宮の日本語を
話す)が出て、色々こ指示をしてきます。

それらの指示では、遠隔操作Vフ トをインストー′L
させられた日、修理を装って何らかの作業を行ってい
るかのように見えるのですが、それらi古偽装で修理などはしておらず、結局何もしていない
のにウイ′Lス除去などサポート名日で料金を請求され、コンビニ等で購入出来る電子マネー

などの番号を送らされて編し取られるこいった薇害に遭うというものです。
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③ アクセスするこ本物そっくιlな偽のサイトが表示される
④ 必喜な作業こ信じ、個人情報などを入力してしまう

といった流れになιl春す。
きた他に、氏名や住所・生年月日・クレジットカード番号・ワンタイムパスワードなどを求

められる場合もあιl、 手口博審すきず巧妙化している状況にあιl春す。
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ヨ フィッシラグ (ヌミッシング)
「セキュリティ警告」や「再認証」、「荷物の配送」などの理由

で、廿―ビスを利用する際に必要な認証情報 (ID・ パスワード)

などの入力を求める偽のサイトヘ誘導され、信じた利用者が情報
を入力してしきうこそのまき情報を抜き取られてしまうものです。
手口としてI古

① 「セキュ:′ ティ警告」や「再認証」
などこ書かれた電子メー′じやSMS

r    (電 話番号のメー′L)が届く
② 届いたメー′Lには、偽サイトヘの

llンクが貼られている

お使いのPCがウイルスに感染しました
至急下記の電話番号に連絡してください

0復 18の ためには5分以内にサポートを受ける必要があります

0シ ステムに■大な障害が発生しテータが破損した可能性があります

0眸 欄は下記カスタマーサポートにお

".1い

合わせください

Windowサポートセンター
03-XXXX― OOOO

OS:W"喀ows10
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★ 1け1策
:   ～万が一、上記のような状況になったら～

「1」 の場合 000 表示が出ても電話を架:■ない。電子マネーを支払わない。
「Z」 の場合 ・ 00 メールに書かれたリンク先へのアタセスけしない。

誤ってアタセスしても、うなつに個人情報なじをλ力しない。

きた、OS'Vフト等け最新の状簿に保つここやウイ′Lス対策ソフトの導入も忘れずにII

0

身近に迫るサイバー犯罪について
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○役員改正○
(公財)和歌山県防犯協議会連合会では、評議員会を経て一部役員の改選

を行いました。

新 しい役員体制は、次のとお りです。

理 事 (10名 )

きのくに信用金庫 理事長   田谷 節朗 (会長)

和歌山県市長会 副会長 (御坊市長)  三浦 源吾
和歌山県町村会 会長 (九度山町長)  岡本  章
和歌山県農業協同組合中央会 専務理事 前田 年史
(一社)和歌山銀行協会 専務理事    日野 和彦
(株)オ ークヮ グループ法務渉外部長   徳田 大志
和歌山県遊技業協同組合 専務理事   中島 康仁

和歌山市木本地区地域安全推進員会 会長

野畑
和歌山県警察本部 生活安全企画課長 大野
(公財)和歌山県防犯協議会連合会 事務局長

龍田

監 事 (2名 )

和歌山県市長会 事務局長

和歌山県信用金庫協会 監事

久則

董

1主 |ム
で目〈回

原田 武男

緒方 公一

●

●

令和 5年度の全国地域安全運動用ポスター、標語並びに青パ ト写真につ
いて、応募をいただき、ありがとうございました。残念ながら、本県から
の作品は入選に至 りませんでした。今後も、たくさんの応募をいただきま
すよう、よろしくお願いします。

管理者講習の確実な受講を !

●

風俗営業管理者講習は、概ね年 7回、県内4地 区の会場で、振り分けて行われます。
実施予定期日の30日前までに葉書で通知されます。通知を受けたときは必ず受講してください。
講習は、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に基づき、「風俗営業者は、管理

者講習の通知を受けたときは、管理者に講習を受けさせなければならない。」と規定され、風俗営
業者の義務とされています。
1 講習は、管理者として選任された日から「概ね3年ごとに 1回」受講しなければなりません。

通知を受けたにもかかわらず、病気やその他の理由により受講することができない場合は、実施
予定日の 10日 前までに、理由等を記載 した書面を和歌山県公安委員会 (許可を受けた警察署経由)

に提出してください。

◆ 再三の通知を受けても受講しない場合は、行政処分を受ける場合があります。
◆ 管理者を変更した場合は、 14日 以内に許可を受けた警察署に届出てください。
※風俗営業管理者とは ?

風俗営業管理者は営業所における業務の実施を統括、管理する者の中から管理者を一人決めなけれ
ばなりません。一般的には、店長や支配人が該当します。責任を負うことができないアルバイト、店
員等は管理者となることができません。             ～和歌山県風俗環境浄化協会～
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公益財団法人和歌山県防犯協会連合会 (県防連)では犯罪防止、青少年の非行防止、
覚せい剤等薬物乱用防止、風俗環境の浄化などに取 り組んでいます。

その趣旨に賛同頂ける「賛助会員」「寄付金」を募集 しています。
賛助会費 (年会費)は 、 1口 5,00o円 からです。

* 公益法人への賛助会費及び寄付金は、税制上の優遇措置が受けることができます。
賛助会員及び寄付については、当連合会事務局までご連絡下さい。
2:'073-436-1175

風俗営業管理者の皆さんヘ

④

「

ボ凩―ターo標謡‐O

青沢 卜写真の
悪皐縫暴


